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建設職人基本法に基づく
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取組み状況について

山口県土木建築部監理課
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建設職人基本法の概要

建設業における重大な労働災害の発生状況等
に鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保
を推進するため、公共発注・民間発注を問わず
労災保険料を含む安全衛生経費の確保や一人親
方問題への対処がなされるよう、特別に手厚い
対策を国及び都道府県等に求めるもの

施行：平成２９年３月１６日
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建設職人基本法の概要

【目的】第１条関係

•建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、
基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、施
策の基本となる事項を定めること等により、建
設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施
策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業
の健全な発展に資する
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建設職人基本法の概要

【基本理念】第３条関係

•建設工事の請負契約において適正な請負代金の
額、工期等が定められること

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要
な措置が、設計、施工等の各段階において適切
に講ぜられること

•建設工事従事者の安全及び健康に関する意識を
高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行
が図られること

•建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が
図られること
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建設職人基本法の概要

【国等の責務】第４条から第６条関係

•国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の
安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策
定、実施する

•都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切
な役割分担を踏まえて、当該区域の実情に応じ
た施策を策定、実施する

• 建設業者等は、基本理念にのっとり、建設工
事従事者の安全及び健康の確保のために必要な
措置を講ずる
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建設職人基本法の概要

【基本計画等】第８条・第９条関係

•政府は、建設工事従事者の安全及び健康に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
基本計画を策定しなければならない

•政府は、少なくとも五年ごとに、基本計画に検
討を加え、必要があるときには、これを変更し
なければならない

•都道府県は、基本計画を勘案して、都道府県計
画を策定するよう努める
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建設職人基本法の特徴

1. 全国レベルで一人親方や自営業主・家族従
事者（以下「一人親方等」という。）を含
めた建設工事従事者全体で年間約４００人
もの方が亡くなっているという事実を現状
の課題としていること。

2. 労働安全衛生法で保護対象となるのは「労
働者」であり一人親方等は対象外という点
を課題としていること。

3. 公共工事だけではなく、民間工事も含めた
対応が必要としていること。
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県計画の概要

○ 現状と課題

1. 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に

必要な環境整備

2. 一人親方等への対処の必要性

3. 建設工事従事者の処遇の改善等を通じた中長期

的な担い手の確保
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県計画の概要

○ 基本的な方針

1. 適正な請負代金の額、工期等の設定

2. 設計、施工等の各段階における措置

3. 建設業者及び建設工事従事者の安全及び健康に関

する意識の向上

4. 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上
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県計画の概要

○ 県が総合的かつ計画的に講ずべき施策

1. 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明

確な積算等

2. 責任体制の明確化

3. 建設工事の現場における措置の統一的な実施

4. 建設工事の現場の安全性点検等

5. 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の

啓発
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県計画を推進するための実施内容

○ 講習会の開催

・毎年１回開催

○ 安全衛生経費の確認調査

・立入検査と同時実施

・各社の安全に向けた取組を聞取り

○ 普及啓発

・チラシの作成・配付
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立入検査の実施状況

•建設業取引適正化推進期間において実施。

•県発注工事について設計図書の積算と実際の下
請等契約状況を比較

積算の体系

名称 摘要 数量 単位 単価 金額

仮囲い H=２ｍ ６００ ｍ

仮設鉄板敷 設置費、基本料 ３６０ ㎡

設計図書

一般的に安全衛生経費が
積算されている項目を中
心に確認
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実施結果の例

•本文
解体工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
枠組本足場

２，２８４千円
（２，２５７円×
１０１２㎡）

１，０３８千円
（９５０円×１０１
２㎡）

下請

直接工事費
防音シート

１，４０９千円
（１，１７７円×
１１９７㎡）

５１７千円
（４００円×１１９
７㎡）

下請

共通仮設費
交通誘導警備員

６９３千円
（１１，５５６円
×６０人）

９７２千円
（１６，２００円×
６０人）

下請（警備会社委
託）

設計図書の確認
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実施結果の例

•本文
橋梁補修工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
仮設工

１３，７２６千円 約１８，０００千円 下請

設計図書の確認
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港湾改修工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
交通誘導警備員

１，９６１千円 約３，０００千円 下請（警備会社委
託）



実施結果の例

○各社の取組

ＫＹ（危険予知活動）など各社共通の取組に加
え

•ＩＳＯ４５００１の取得

•ＫＹ内容を元請として下請業者に指導

•工事部門以外の視点でのパトロールを実施

•安全に関する専門部署によるパトロール及びそ
の結果の現場へのフィードバック

•協力会社（下請）を含めた安全対策学習会

等各社で特徴ある取組を実施
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